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いま、医療・介護分野に情報通信技術革新の大きな波が押し寄せている。厚生労働省は、今年１月に「データヘルス改革

推進本部」を立ち上げ、大規模な健康・医療・介護の分野を有機的に連結したＩＣＴインフラを2020年度から本格稼働させる

との目標を打ち出した。昨今、医療等分野のＩＣＴをめぐっては、地域医療連携ネットワークの広域化やビッグデータの利活用に

注目が集まっているが、その前提となるデータが分散し有効に活用されていないのが現状だ。

そうした中、厚生労働省や日本医師会がそれぞれ大規模な医療情報ネットワークを構築する動きをみせており、2018年度

から段階的に日本全国にわたる医療・介護のための広域ネットワークを構築し、2020年度からの本格運用を目指すとしている。

また、これらネットワークの動きとは別に、遠隔診療の拡大や医療におけるＡＩ（人工知能）の研究開発が進むなど、あらゆる

側面で医療のＩＣＴ化が加速している。

今回の医療情報室レポートでは、厚生労働省の医療等分野ＩＣＴへの取り組みを中心に、その概要や課題に触れてみるとともに、

日本医師会が打ち出している大規模な医療情報ネットワーク構想である「医療等分野専用ネットワーク」を紹介する。

厚生労働省は、医療等分野のＩＣＴ化推進に向けて、2016年度に７億円だった予算を大幅に引き上げ、2017年度は250億円を計上すると

ともに、医療情報データベースの基盤整備や医療情報ネットワークの広域化、医療保険のオンライン資格確認、医療等ＩＤの制度確立等について

具体的な取り組みを掲げている。

紙面の関係上、ここでは、いくつかの項目のみを取り上げることとし、今後の課題や見通しなどについて考えてみたい。

Ⅱ．医療等分野のネットワークに関する取組

○地域医療連携ネットワークの維持・定着には、運⽤コストの継続的な確保が課題

地域医療連携ネットワーク（ＮＷ）は、地域医療再生基金がスタートした2011年以降、全国に200以上立ち上がったとされる。また、最近で

は、これら地域医療連携ＮＷの広域化に向けた動きが広がっており、総務省のクラウド型ＥＨＲ（医療情報連携基盤）高度化事業（予算20億円）

の実施や、厚生労働省による地域医療連携ＮＷ相互接続の研究事業など、全国規模のＮＷの整備が具体性を帯びてきている。しかし、既存の地域

医療連携ＮＷの多くは、機器の保守や更新といった運用コストの問題等により継続が困難になっているともみられており、ＮＷの維持・定着に

向けた利用者コストの負担の在り方なども、今後の大きな検討課題ではないだろうか。

Ⅲ．ＩＣＴ・ＡＩ等を活⽤した医療・介護のパラダイムシフト

○遠隔診療の位置付け －完全解禁を⽬指す政府、対⾯診療の原則を主張する⽇医－

遠隔診療については、平成27年８月の厚生労働省医政局長事務連絡にて、医師の判断で実施可能である旨明確化されたが、各地方厚生局・保

健所により未だ適切な法解釈がなされていないとの指摘がある。このような状況を踏まえ、政府の規制改革推進会議は５月23日、遠隔診療の取

扱いの明確化や2018年度診療報酬での評価拡充などを盛り込んだ第一次答申を安倍首相に提出した。答申では、遠隔診療の取扱いについて、離

島・へき地に限定されず、初診時でも実施可能であることや、遠隔診療を実施する具体的症例として、禁煙外来や１回の診療で完結する疾病が想

定されることなどを明確に周知するとしている。

なお、日医は、遠隔診療はあくまでも対面診療の補完であると主張し、エビデンスに基づいた議論を行うよう政府に要求している。

Ⅰ．医療等分野におけるＩＣＴ化の推進

○医療データの完全デジタル化には、中⼩医療機関の電⼦カルテ普及が課題

医療データのデジタル化については、電子カルテ等のデータ化が大前提と

なるため、厚労省は取り組みの中で、400床以上病院への電子カルテの

普及率について、2020年度迄に90％以上を目指すとしている。しかし、

電子カルテの普及率が３割程度とされる診療所や中小病院に対しては、普及

拡大に向けた目標値や方策は示されていない。最近は、導入・運用コストが

安価なクラウド型電子カルテが広がりつつあるといわれているが、医療データの

完全デジタル化には、中小医療機関に向けた電子カルテ導入によるインセン

ティブを付与し普及拡大を図るなど、実質的な方策を考えていく必要がある

のではないだろうか。

○病歴等を含む個人情報の取扱い －「認定事業者」の創設－

医療ビッグデータの利活用をめぐっては、医療機関等が保有する個人情報

を収集し、匿名化するための枠組みや規制などを定めた「次世代医療基盤法」

が今年４月に閣議決定された。これは、今年５月30日に施行される改正個

人情報保護法にて、病歴等を含む個人情報が「要配慮個人情報」と定められ

ること等を受けたもので、今後、特別な安全基準を満たした「認定事業者」

と呼ばれる機関がこれらの個人情報を匿名加工することで、本人から拒否が

なければ、個人情報を提供できるという仕組みである。認定事業者の要件や

匿名化の方法などは、今後の省令等で定められる予定とされている。

厚⽣労働省の医療ＩＣＴに関する取り組み

Ⅰ.医療等分野におけるＩＣＴ化の推進

①医療データのデジタル化・標準化

・電子カルテの普及と医療データの標準化

②患者・現場をつなぐネットワーク化

・オンライン資格確認の仕組み構築

・医療等ＩＤ制度の導入

・地域医療情報連携ネットワークの全国への普及

③イノベーションを生み出すビッグデータ化

※ナショナルデータベース（レセプト、特定健診等）、

ＤＰＣデータ、介護保険総合データベース、

ＭＩＤ－ＮＥＴ（検査結果や電子カルテ等の医療情報

データベース）の整備と拡充
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※全国規模の医療情報ネットワークの整備等
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● 厚生労働省の医療等分野のＩＣＴに関する取り組み



－ 医療等分野専用ネットワークについて －

＜利用シーン例＞

①地域医療連携ネットワーク間の相互接続

地 域医療 連携 ＮＷ間 を相互接続し 、

地域を跨いだ情報の連携を行う

②医療等分野のサービス利用

許可された医療機関等が医療等分野の

様々なサービスを共通利用する

③用途別ＶＰＮ構成

任意の医療機関間で用途別のＶＰＮを

構成し､拠点間・グループ間通信を行う

○ＡＩ（⼈⼯知能）による診療⽀援 －最終的な責任は医師が負う－

ＡＩ（人工知能）に関しては、様々な企業や研究機関において診療現場での活用が研究され、厚労省の取り組みの中でも、将来的にＡＩを診療

支援やビッグデータの分析に活用することが想定されている。しかし、3月に開催された「保健医療分野におけるＡＩ活用推進懇談会」では、

ＡＩを用いた診療支援の際の責任の所在に関し、ＡＩの推測結果には誤りがあり得ることから、最終的な意思決定は医師が行い、その責任を負う

べきとの見解が示されている。また、その前提として、医師に対するＡＩ教育の必要性や、保健医療分野におけるＡＩ開発への医師の関与の必要

性が指摘されるなど、将来的な医療現場におけるＡＩの位置付け等について、一定の大きな方向性が示されたといえるのではないだろうか。

医療等分野専⽤ネットワークのイメージと利⽤シーン例

● 医療等分野ＩＣＴの将来構想 －医療等分野専用ネットワーク－

日本医師会は、高度なセキュリティを確保

した公的広域ネットワーク「医療等分野専用

ネットワーク」構想を打ち出している。

同ネットワークは、厳格な機関認証を受けた

医療機関等や接続要件を満たしたＡＰ（アプ

リケーション）事業者のみを接続可能とし、

公益性を担保するだけでなく、全国の医療機

関等をカバーする広域性を有するとともに、

コスト効果に優れたネットワークとされている。

実現に向けては、最大60万もの医療機関や

関係機関を結び、必要な機関に必要な情報のみ

を確実に流通させるよう厳格な機関認証を行う

必要があることから、今後、様々な技術面・

運用面での課題をクリアしていく必要がある。

だが、このネットワークが現実のものとなれ

ば、これまでにない医療等分野のナショナル

ネットワーク基盤として、医療情報の効率的

な運用や、医療機関、患者の利便性をより高

めることがきるものとして大きな期待が寄せ

られている。

今回は特別に、この医療等分野専用ネット

ワーク構想の中心的存在の一人でもある日本

医師会総合政策研究機構の矢野一博氏より、

右記のとおりコメントを頂いた。

現在、日本医師会では「医療等分野専用ネットワーク構想」というものを提唱し、その実現に向けて取り組みを

進めています。

ご存じの通り、多くの地域でICTを用いた医療連携が立ち上がり、平成28年度の診療報酬改定では、一定の

要件を満たせば電子化された診療情報提供書の算定が可能であることが明確化されたり、検査・画像情報の電子

的な提供に関する加算、それら電子的情報を活用して診療に活用した場合の評価料が新設されたりと、医療等

分野におけるICT化はこれまで以上に加速しています。

このようにICT化が進展を遂げる中で、それを実現するためのシステムやアプリケーションが様々登場し、また、

規格の標準化も順次進められています。ところが、その電子化された様々な医療情報を流通、交換するネット

ワーク回線については、十分な整備がなされていません。

回線のセキュリティに関しては、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」で一定の

基準が示されています。現在、医療分野で活用されている各種の回線は、概ねこの基準を満たしています。

ただ、それらの回線は、技術と回線を提供する事業者の接続ポリシーの相違等の面から相互に接続することが

大変難しい状況です。

例えば、地域医療連携に参加している診療所で、レセプトのオンライン請求も行っているような場合、地域医療

連携は地域医療連携用の回線を用い、オンライン請求はオンライン請求用の回線を用いていて、どちらかの回線

を使って連携も請求もできるところは、ほとんどありません。そのため、2つの回線を別々に契約して、回線費用も

二重に払うということが起きています。

日本医師会は、この状況を打開するため、各種の回線を相互に接続でき、一定水準の安全性を確保して、

安全・安心な医療情報の交換が可能なネットワークが必要と考えました。そうすることで、医療機関で、ガイドライン

のセキュリティ水準を満たしたネットワーク回線を一つ利用すれば、連携や請求だけでなく、今後登場してくる

様々なICT化されたサービスを利用することができるような環境を整備しようとしています。また、昨今は医療分野

だけでなく、ICTを用いた介護との連携も進んでいます。したがって、医療分野だけではなく、介護も含めた日本

全体のユニバーサルなサービスとして「医療等分野専用ネットワーク構想」を提唱し、具体的な仕組みの検討や

実現に向けて政府への働きかけを進めています。

この構想が実現すれば、医療等分野で安全・安心に情報を交換、流通できる環境が整い、医療等分野のICT

化の基盤整備にも寄与できるものと考えています。
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編 集 福岡市医師会：担当理事 庄司 哲也(情報企画担当)・岡本 育(広報担当)・一宮 仁(地域医療担当)

※ご質問やお知りになりたい情報(テーマ)がありましたら医療情報室までご連絡ください。（事務局担当 情報企画課 柚木 ）

（5852-1505 FAX852-1510 e-mail：j-kikaku@city.fukuoka.med.or.jp） Copyright©FMA All Rights Reserved

★ＡＩやＩＣＴの活用は、あくまで補完的なツールである。

医療・介護分野におけるＩＣＴでは、電子カルテや地域医療ネットワーク、多職種連携ツールなど、様々なシステムが存在し活用されて

いるが、そのいずれもが、独自の規格や技術を用いたものであるため、患者等のデータを集約し共有することは現時点では容易ではない。

しかし、日本医師会が描く「医療等分野専用ネットワーク」が現実のものとなれば、医療機関等が保有する患者・住民の医療・健康情報を

安全かつ円滑に記録・蓄積・閲覧することが可能となり、医療・介護現場や患者の負担が軽減され、質の向上にも寄与するものと期待される。

一方で、医療ＩＣＴについては、各方面で更なる研究が進められており、その中でも特に注目されているのが、人工知能（ＡＩ）の活用だ

ろう。進行している研究では、ＡＩが、がん患者の遺伝子データを短時間で分析し、変異した遺伝子を突き止めたり、蓄積された論文情報や

臨床データなどを分析することで、鑑別診断や必要な検査、適切な治療薬を提示するようなシステムが開発され、実際に成果をあげている。

このような状況をみれば、現在、医師が担っている高度な医学的判断が、将来、ＡＩに取って代わられるのではないかと危惧してしまうが、

厚生労働省の「保健医療分野におけるＡＩ活用推進懇談会」は、今年３月の会合で、「ＡＩの推測結果は誤りがあり得ることから、最終的な

意思決定を行う医師が責任を負うべき」との見解で一致している。これは、将来的な医療現場でのＡＩの在り方について、初めて公の場で示

されたもので、今後の大きな方向性を示唆するものといえるだろう。

いずれにしても、数年後には何らかの形で医師とＡＩが共存する未来がやってくるかもしれないが、私たちは「かかりつけ医」として、

ＡＩが困難とする患者・家族とのコミュニケーションや共感的理解を深めながら意思決定できる能力を磨いていく必要があるだろう。そして、

そのための意識変容と医学教育が今後必要になってくるのではないだろうか。


